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 伊勢湾は石鏡灯台と大山三角点を結んだ線，立

馬埼灯台，佐久島南端，羽豆岬を結んだ線及び陸

岸により囲まれた海域で，三重県，愛知県に接し

ており，水深は，湾口付近を除き 35 メートル前後

ある。また，伊勢湾の入口付近には，伊良湖岬と

神島との間に伊良湖水道があり，この水道の両側

には離険礁があるので注意を要する。伊勢湾及び

伊良湖水道を含む湾口付近の海域は，海上交通安

全法の適用海域となっている。 

 

海難の概況 

 この海域において発生した海難で，平成 14 年から 18 年までに裁決のあったものは 18

件で，衝突が 8 件，乗揚 3 件，衝突（単）4 件，施設損傷 3 件となっている。 

発生地点は，伊勢湾 11 件，伊良湖水道周辺 6 件，師崎水道 1 件であったが，伊良湖水

道航路内で発生したものは 2 件（2 件とも灯浮標に衝突したもの）であった。  

衝突した 8 件についてみると，貨物船と漁船が衝突したものは 4 件で，貨物船同士の衝

突が 2 件，貨物船と遊漁船，旅客船とプレジャーボートの衝突が各 1 件であった。このう

ち，衝突時，錨泊又は漂泊中だったものが 3 隻，操業又は釣りを行っていたものは 3 隻で

あったが，発生時間帯をみると，夜間 4 件，昼間

4 件と発生しており，特に集中する時間帯はない。 

また，乗揚，衝突（単），施設損傷をみると，の

り養殖施設に衝突したもの 4 件，灯浮標に衝突し

たもの 3 件，浅瀬に乗り揚げたもの 2 件，岸壁に

衝突したもの 1 件であったが，伊良湖水道周辺で

の発生が比較的多い。 

 

 

 

 

 

伊勢湾 

【伊勢湾海上交通センターとＬＮＧ船】 

【伊良湖水道航路における新たな航行方法】 

平成 20 年 1 月から，伊良湖水道航路における巨大船の航路航行義務区間の特例が廃止され，

巨大船の航路航行義務区間が全区間に変更されています。また，原則として危険物積載船を除

く，巨大船と準巨大船（130～200 メートル）が伊良湖水道航路内で行き会うことが認められ

ています。ただし，漁業活動により航路の可航幅が概ね 2/3 以下に減少した場合等には引き続

き行き会いが制限されます。詳しくは，伊勢湾海上交通センターのＨＰを参照して下さい。 

△・ 
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伊勢湾海難発生地点図 

⑤ 

② 

⑥ 

⑦ 

伊良湖水道周辺 

① 

伊良湖岬 

神島 

④ 

⑧―Ｂ 

③ 

① ② 

③ 

灯浮標衝突の概要 

衝突の概要 

他船を避けようと

して，灯浮標を見

落としているなぁ 

× 衝突 

× 外国船衝突 

× 漁船衝突 

△ 乗揚等 

△ 外国船乗揚等 

⑧―Ａ 

【伊良湖港】 

船  種 総ﾄﾝ数 発航地 目的地 発生年月日 発生時刻 衝突灯浮標名 備　　　　　考

① 貨物船 498 名古屋港 大阪港 H16.11.12 20:10 丸山出シ 同航船との船間距離に気をとられ，灯浮標への接近に気付かず

② 貨物船(ﾊﾟﾅﾏ) 17,428 和歌山下津港 名古屋港 H14.9.26 5:29
伊良湖水道
第２号

先航船と接近した際，減速してそのあとに続いて航路に向かわず大きく右
転し，灯浮標に著しく接近

③ 貨物船(ﾊﾟﾅﾏ) 49,012 三河港 米国ｼﾞｬｸｿﾝﾋﾞﾙ港 H15.1.29 19:52半
伊勢湾
第２号

風圧差の確認不十分（自船の風圧面積が大きく，速力を12ﾉｯﾄ以下に落とす
と風圧差が大きくなり，保針が困難であることを認識していた）
〔曇，風力8の東風，潮候：上げ潮中央期〕

船  種 総ﾄﾝ数 発航地 目的地 発生年月日 発生時刻 備　　　　　考

Ａ 貨物船 6,165 京浜港東京区 名古屋港

漁船 16

漁船 16

Ａ 貨物船 496 水島港 四日市港

Ｂ 貨物船 199 八代港 四日市港

Ａ 貨物船 4,599 京浜港横浜区 名古屋港

Ｂ 漁船 19 大浜漁港 漁場

Ａ 漁船 9.98 漁場 知柄漁港

Ｂ
貨物船(ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ及
びｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島)

4,822 中国大連港 名古屋港

Ａ 貨物船 499 衣浦港 名古屋港

Ｂ 遊漁船 3.3 師崎漁港 釣り場

Ａ 貨物船 4,322 宇部港 松坂港

Ｂ 貨物船 497 松坂港 千葉港

Ａ 貨物船 199 関門港 名古屋港

Ｂ 漁船 10 答志漁港 漁場

Ａ 旅客船 1,593 伊良湖港 鳥羽港

Ｂ ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ 11.9 寺津漁港 釣り場

入航するＡが，注意喚起のつもりで長音１回鳴らしたので，Ｂが大型の自
船に気づき出航を中断して港内で待機するものと思い，Ｂの進路を避けず

Ａが夜間，見張りを十分行わず，Ｂに気付かず進行し，転舵するなどして
同船を避ける措置をとらず　Ｂ漂泊中

Ａが見張り不十分（南下中の小型船に気をとられ，前路を左方に横切るＢ
に気付かず）Ｂが見張り不十分

Ｂが居眠り運航（睡眠不足から眠気を催したが，目的地が近いので居眠り
することはないと思った）Ａが錨泊中

Ｂが法定灯火不表示，見張り不十分（白灯を表示すると水中の魚が見にく
いとの理由から，マスト灯及び船尾灯を掲げなかった）Ａが見張り不十分

Ａが法定灯火を適切に表示せず，見張り不十分（船尾灯を点灯しないまま
操業）Ｂが動静監視不十分（一瞥しただけで，Ａが自船の左舷側を無難に
航渡していくと思った）

Ａが，正船首方で白波に見え隠れするＢに気付かず，前路に支障となる他
船はいないものと思い，死角を補う見張りを十分行わず　Ｂ錨泊中

⑦ H15.7.9 23:20

⑤ H16.4.8 9:23

⑥ H13.7.6 16:20

H12.12.3 5:25

④ H13.11.21 18:40

Ａが２そう引き網で操業中のＢが所属する船団を大幅に避けずＢの漁具へ進行
(北上中の他船に気をとられた)
Ｂが汽笛不装備で警告信号を行わずＢ 白塚漁港 漁場

⑧ H13.9.15 9:21

① H14.8.8 7:25

② H15.3.24 1:20

③
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伊勢湾 Case 1 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅客船 Ｉ丸 施設損傷 

伊勢湾東部 

Ｉ丸 : 旅客船 104 ﾄﾝ 乗組員 4 人 旅客 42 人 四日市港→中部国際空港クルーズ 

     船長 : 30 歳 五級海技士(航海)(履歴限定)免許 海上経験 12 年 

     運航管理者 : 57 歳 運航管理者の業務経験 5 年 

     運航管理補助者 : 48 歳 海上経験 30 年 

発生日時場所 : 平成 17 年 12 月 3 日 19 時 20 分 伊勢湾東部 

気象海象   : 晴 風力 5 北西風 下げ潮初期 

×

Ｉ社運航管理規程・運航基準 

（常滑港における発航中止条件）

風速毎秒 16ｍ以上，波高 1.0ｍ以

上，視程 500ｍ以下 

【運航管理者】 

Ａ漁協から，冬季におけるのり養殖施設

付近の航行自粛要請を受け，基準経路を

空港の南側を通る経路に変更した。 

運航管理補助者及び乗組員に対し，説明

会を催したものの，同規定遵守の指導を

十分行わず，基準経路を記載した運航基

準図をＩ丸に配布せず，基準経路を変更

したことを周知徹底していなかった。 

① 3 時間 35 分前 クルージング中，中部国際空港連絡

道路橋に至り，空港北側海域に波高 1ｍの波浪があるこ

とを認め，発航中止条件に達したと判断し，新開ふ頭に

避難することとした。 

② 3 時間前 新開ふ頭に係留，船長は無

線電話で運航管理補助者と以後の運航

について協議を行い，同補助者から「風

が少し収まってから空港の北側を通っ

て伊勢湾に出るよう」指示を受けた。 

【船長】のり養殖施設の設置情報を調査

するなど空港周辺の水路調査を十分に行

っておらず，空港北側海域に同施設が設

置されることは知っていたものの，同施

設の正確な位置は知らなかった。 

③ 2時間20分少し前 支柱に掲げた旗のなびき方などから

風が弱まったことを認め，19 時出航する旨同補助者に連絡

この指示は，

運航管理規程

に定められた

基準経路を遵

守しないもの

であった。 

④ 20 分前 新開ふ頭を離岸し，基準経路

に沿って空港の南側を通るために左舵をと

ったところ，船体が大傾斜する大波を受け，

依然，波高が運航基準の発航中止条件に達

していることを認めたが，空港北側海域の

波浪の状況によっては同海域を通って伊勢

湾に出ることもできると思い，再度荒天避

難するなど運航管理規程を遵守して直ちに

発航を中止せず針路を北に転じ進行 

⑥ 3 分半前 見張員から左舷方及び右舷方

にブイがある旨報告を受け，針路を両ブイの

中間に向く 351 度に転じ進行 

⑤ 12 分前 空港北側海域の波高が 50

ｃｍであることを認め，その海域を通っ

て伊勢湾に出ることとしたが，水路調査

を十分に行っていなかったため，のり養

殖施設に向かっていることに気が付か

ないまま続航 

⑦ 直前 舵が重くなったことを感じ，機関を中立

としたが，のり網などがプロペラに絡み航行不能

⑤

⑥

⑦

希望的観測は， 

誤判断のもと！ 

★ 

夜間 
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伊勢湾 Case 2

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物船 Ａ号  灯浮標衝突 

伊良湖水道 

Ａ号 : 貨物船（ﾊﾟﾅﾏ籍） 49,012 ﾄﾝ 乗組員 21 人 車両 3,682 台  

三河港トヨタ田原ふ頭→米国ｼﾞｬｸｿﾝﾋﾞﾙ港（水先人きょう導中） 

発生日時場所 : 平成 15 年 1 月 29 日 19 時 52 分半 伊良湖水道  

気象海象     : 晴 風力 8 西風 下げ潮の初期 

19 分半前 針路を 134 度

に定め，航路内制限速力に

調整するため機関を港内

全速力前進にかけ，右舷船

尾方から強風を受け 15.0

ﾉｯﾄの速力で進行 

水先人は，VHF

交信を傍受し，

伊良湖水道航路

付近では西寄り

の強風が吹いて

いることを知っ

ていた。 

10 分半前 航路中央付近ま

で圧流されたので 6 度右転

し，針路を 140 度とし，よ

うやく航路内制限速度とな

った 12 ﾉｯﾄで進行 

このとき，自船の風圧面積

が大きく，速力を 12 ﾉｯﾄ

以下に落とすと風圧差が

大きくなり，保針が困難で

あることを認識していた

が，伊勢湾第 2 号灯浮標を

左舷船首に見て適宜針路

をとれば航過できると思

い，その後，適切な進路を

選定できるよう同灯浮標

の方位変化を確かめるな

どして，風圧差の確認を十

分に行わなかった。 

5 分半前 航路幅のほぼ中央まで圧流

されていたものの，依然風圧差の確認

を行わず，針路 145 度として続航 

4 分半前 先航する巨大船が水先人の下船地点に向く

160 度に転針し，同船との船間距離が 0.7 海里と接近し

たので，船間距離を保つつもりで機関を半速力に減速 

2 分半前 針路を 150 度として間もなく，風圧差の大きいことに

気付き，伊勢湾第 2 号灯浮標との衝突の危険を感じ 

1 分半前 針路 160 度，機関全速力前進，次いで針路 170 度とし

たが同灯浮標と衝突 

15分半前 折からの西寄り

の強風の影響により 6 度左

方に圧流されながら 13.8 ﾉ

ｯﾄの平均速力で続航 

× 

★ 

まっすぐ 

進めないよー

風力８の西風 

夜間 


